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（仮称）逗子市自治基本条例のワークショップ等まとめ素案（300210暫定版） 

 

 

※平成 28 年 7 月から平成 30 年 1 月までの逗子の未来協議会（14 回分）と（仮

称）自治基本条例検討会（2 回分）の意見などをもとに、事務局で条例文案と

してまとめた、現段階の暫定的なものです。 

 

 

Ⅰ 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、逗子市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにす

るとともに、市民、議会及び市長その他の執行機関（以下「行政」といいます。）

の責務等の基本的事項を定め、併せて市政運営に係る基本的事項を定めること

により、市民が主体的にまちづくりに取り組む市民自治の進展を図り、もって

市民が「こういうふうに暮らしたい」と思い描くまちを実現することを目的と

します。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによりま

す。 

(1) 市民  市内に住む者、働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う

者（法人その他の団体を含みます。）をいいます。 

(2) 行政  市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定  

資産評価審査委員会をいいます。 

(3) まちづくり  逗子市を市民が「こういうふうに暮らしたい」と思い描くま

ちにすることを目的として、市民、議会及び行政が取り組む公共的な活動を

いいます。 

(4) 参加  市政に対して市民が意見を表明し、提案し、行動することをいいま

す。 

(5) 協働  市民、議会及び行政が、共に公共を担う主体となり、まちづくり

に取り組むことをいいます。 

（6） 市民自治  主権者である市民が自らの意思及び責任により、自分が生活

し、又は活動している地域をはじめとし、逗子市のまちの方向性を決めるこ

とをいいます。 

資料 11 

（仮称）逗子市自治基本条例検討会【第 3 回】 

2018年（平成 30年）3月 5 日 



2 
 

 

 

 

 

（条例の位置付け） 

第３条 この条例は、本市の市民自治の推進に関する基本的事項について、市が

定める最も基本となる規範であり、市民、議会及び行政はこの条例の趣旨を

最大限に尊重します。 

２ 議会及び行政は、他の条例、規則等、計画等の制定改廃及び運用に当たって

は、この条例との整合を図ります。 

 

（基本理念） 

第４条 市民、議会及び行政は、次に掲げることを基本理念としてまちづくり

を進めます。 

(1)  誰もが個人として尊重され、共に逗子市に生きる仲間として互いを認め、

思いやる心をもちます。 

(2)  あらゆる世代の人と人とがつながり、助け合い、あたたかいコミュニティ

をつくります。 

(3)  誰もが安全で安心して、逗子市に永く暮らし続けられるようにします。 

(4) 逗子市の豊かな自然環境は市民共通の財産として守り、次世代につなげて

いきます。 

 

（基本原則） 

第５条 市民、議会及び行政は、次に掲げることを基本原則としてまちづくりに

取り組みます。 

(1) 情報共有の原則  市民、議会及び行政が、互いの情報を共有すること。 

(2) 参加の原則  市民の自主的な参加が保障され、市政運営に市民の意思が

反映されること。 

(3) 協働の原則  市民、議会及び行政が、それぞれの役割と責任のもと、対等

な立場で、一体感をもってまちづくりに取り組むこと。 

(4) 補完性の原則  身近な地域の課題解決には、まず市民が主体的に取り組

み、行政がこれを補完すること。 

 

 

Ⅱ まちづくりの担い手 

 

（市民の権利） 

第６条 市民は、次に掲げる権利を有します。 

(1) 誰もが個人として尊重され、いかなる差別を受けることなく、その能力や個

性を生かす権利 
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(2) 逗子市の豊かな自然環境の中で、安全で安心な暮らしを営む権利 

(3) 議会及び行政が持っている情報を知る権利 

(4) 市政に参加する権利 

(5) まちづくりに取り組む権利 

 

（市民の責務） 

第７条 市民は、次に掲げる責務を有します。 

(1) 市民は、自らが公共を担う主体として、自主的かつ積極的にまちづくりに取

り組むよう努めます。この場合において、市民は、まちづくりに取り組まな

いこと等により、不利益は受けません。 

(2) 市民は、互いの立場を尊重し、理解し合い、連携・協力してまちづくりに取

り組みます。 

(3) 市民は、逗子市や自分の暮らす地域の課題に関心を持ち、自ら課題の解決に

向けて取り組むよう努めます。 

(4) 市民は、まちづくりに取り組むに当たっては、公共的な視点に立って、自ら

の発言と行動に責任を持つものとします。 

(5) 市民は、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりませ

ん。 

(6) 市民は、次の世代のために、自然環境を守ります。 

 

 (事業者の責務) 

第８条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、市民、

議会及び行政と協力して、まちづくりに取り組むよう努めます。 

 

（議会・議員の責務） 

第９条 議会は、逗子市議会基本条例（平成 26年逗子市条例第１号）の定める

ところにより、議会活動は次に掲げる原則に基づかなければなりません。 

(1) 公正性と透明性を確保し、市民に開かれた議会であること。 

(2) 行政運営が議会の議決に基づく適切なものであるかを常に監視し、検証す

ること。 

(3) 市民の多様な意見や価値観を踏まえた政策立案、政策提言等に努めること。 

(4) 議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行い、市民への説明責任を

果たすよう努めること。 

２ 議員は、市民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、その使命の達

成に努めなければなりません。 
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（市長の責務） 

第 10条 市長は、逗子市の代表として、市民の信託に応え、市政の基本方針を

明らかにし、誠実かつ公正で透明性の高い、市民の視点に立った市政運営を行

います。 

２ 市長は、就任に当たっては、本条例の趣旨に則り、本市の代表者として公正

かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。 

 

 (職員の責務) 

第 11条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、市民の視点に立って、公

正、誠実かつ効率的に職務を行うとともに、職務に必要な知識の習得や能力・

資質の向上を図ります。 

２ 職員は、市民との対話を大切にし、市民との信頼関係を築くよう努めます。 

 

 

Ⅲ 参加と協働によるまちづくり 

 

 （情報共有) 

第 12条 市民、議会及び行政は、まちづくりを効果的かつ継続的に進めるため

に、それぞれが保有するまちづくりに必要な情報を積極的に提供し合い、共有

し、及び活用するよう努めるものとします。 

２ 市民は、まちづくりに取り組むに当って、その活動のために個人に関する情

報を取り扱うときは、適正に取り扱わなければなりません。 

３ 市長は、市民、議会及び行政が一体感をもってしてまちづくりに取り組むた

めに、逗子市の課題や将来について意見交換し、情報共有する機会を設けます。 

 

(市民参加) 

第 13条 行政は、市政に対して、政策形成段階から実施、評価のあらゆる段階

において、市民が自主的に意見を表明し、提案し、行動する機会を保障します。 

２ 行政が意思決定する過程における市民参加に関し必要な事項は、別に条例

で定めます。 

３ 行政は、市民の提案等を行政の計画に反映する仕組みの整備に努めます。 

 

(住民投票) 

第 14条 市政の重要事項に係る意思決定について、直接市民にその賛否を問う

必要が特にあると認められるときは、別に条例で定めるところにより、住民投

票を行うことができます。 
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(協働の推進) 

第 15条 市民、議会及び行政は、共に公共の担い手として互いの特性を尊重し、

相互理解と信頼関係のもと、連携し、協力し合いながら、まちづくりに取り組

みます。 

２ 行政は、地域の課題解決について、市民がその担い手となれるよう、協働を

進めるための仕組みづくりや必要な支援を行います。 

 

(地域活動の推進) 

第 16条 市民は、自分が暮らす地域の課題を知り、地域の人々との連携と協力

のもと、より暮らしやすい地域をつくるために、地域の課題解決に向けて取り

組むよう努めます。 

２ 行政は、市民の自主性・主体性を尊重するとともに、地域において自治会・

町内会等の基礎的な地縁団体、その他の市民公益活動団体及び市民がまちづ

くりに取り組みやすいよう必要な支援と協力を行います。 

３ 行政は、地域を構成する市民が相互の連携と協力のもと、地域の課題解決及

び地域の個性や実情に応じたまちづくりに取り組む地域自治の仕組みづくり

や必要な支援を行います。 

 

(住民自治協議会) 

第 17条 市民は、前条に規定する地域自治を推進する組織として、一定の区域

において、その区域の市民で構成する住民自治協議会を設置することができ

ます。 

２ 住民自治協議会は、行政と役割分担し、互いに補完し合いながら、地域の課

題の解決に向けて、自主的、相互扶助的に取り組みます。 

３ 住民自治協議会に関し必要な事項は、別に定めます。 

 

(子どもの参加) 

第 18 条 次代の担い手である子ども（18 歳未満の市民をいう。）は、社会の一

員として、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができます。 

２ 議会及び行政は、子どもの主体性を尊重し、参加の機会の確保に努めます。 

 

（若い世代の参加と協働） 

第 19 条 市民、議会及び行政は、若い世代（18 歳以上 60 歳未満）が仕事や学

業、子育てなどの理由により、まちづくりに取り組むことが困難である状況を

鑑み、若い世代の参加と協働の促進について特段の配慮と工夫をするよう努 
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めます。 

２ 行政は、若い世代のまちづくりへの参加及び協働に対する意識を醸成する

よう努めます。 

 

 

Ⅳ 市政運営 

 

（市政運営の基本） 

第 20条 行政は、次に掲げることを市政運営の基本として行います。 

(1) 公正を確保し、透明性を向上するため、法令を遵守すること。 

(2) 各部署の連携を図り、効率的、効果的に業務を遂行すること。 

(3) 市政の運営に関して積極的に説明する責任を果たすとともに、市民からの

要請に対して誠実に応答すること。 

 

（情報公開) 

第 21条 議会及び行政は、市民の知る権利を保障し、それぞれが保有する市政

に関する情報を積極的に、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で市民の利

用に供するため、情報提供の推進に努めます。 

２ 議会及び行政の保有する情報は、公開することを原則とし、公開請求を受け

たときは、別に条例で定めるところにより、適正かつ迅速に処理します。 

 

 (個人情報保護) 

第 22条 議会及び行政は、市民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定

めるところにより、それぞれが保有する個人情報を適正に取り扱います。 

 

（情報発信） 

第 23条 行政は、市民の協力を得ながら、逗子市の魅力、特性等に関する情報

を市内外に積極的に発信することにより、市民の愛着を高めるとともに、市外

の人々の関心を喚起し、逗子市の価値を高めるよう努めます。 

 

（総合計画） 

第 24条 市長は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を図

るための基本的な方向を示す計画（以下「総合計画」という。）を策定するも

のとします。 

２ 行政の各分野における政策を定める計画の策定及び変更にあたっては、総

合計画と整合を図らなければなりません。 
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３ 市長は、総合計画の進行管理を行い、その状況を公表するものとします。 

 

（財政運営） 

第 25条 市長は、財政運営にあたっては、財政規律を保持し、健全性の維持に

努めます。 

２ 市長は、財源及び地域における資源を効率的かつ効果的に最大限活用する

とともに、新しい財源の創出、公有財産の活用及びその見直し等を行い、財源

の基盤の強化に努めるものとします。 

３ 市長は、財政状況に関する情報及び将来の財政の見通しを、市民に分かりや

すく公表します。 

 

（広域連携） 

第 26 条 行政は、共通する課題の解決や効果的で効率的な行政運営のために、

他の自治体との連携及び協力を推進するものとします。 

 

 

Ⅴ 条例の実効性の確保 

 

（条例の普及啓発） 

第 27条 市民と議会及び行政は、互いに協力し、この条例の普及啓発に努めま

す。 

２ 行政は、この条例について、子どもたちに学ぶ機会を設けるよう努めます。 

 

（条例の実効性の確保） 

第 28条 市長は、この条例の実効性を確保し、高めるため、推進組織を設置し

ます。 

２ 推進組織は、条例の普及啓発について行政に協力するとともに、条例に係る

行政の取り組み状況等について市長に意見を表明します。 

３ そのほか推進組織の運営に関して必要な事項は、別に定めます。 

 

(条例の検証と見直し) 

第 29条 行政は、この条例の施行の状況や効果等を検証し、社会情勢の変化等

に照らし合わせ、この条例に見直し等の必要があると認めるときは、必要な措

置を行います。 

２ 行政は、前項に規定する検証や必要な措置を行うに当たっては、多様な方法

を用いて、市民の意見や提案を求めなければなりません。 


